
この講座は、聴覚障害者の生活及び関連する福祉制度等についての知識と、手話で日常会話を行うのに必要な語彙及び手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成し、聴覚障害者の社会参加促進に役立てるため、厚生労働省の手話奉仕員養成講座カリキュラムに基づき開催するものです。
◆ 日程

平成22年10月12日（火）～平成23年３月8日（火）
毎週火曜日午後７時～９時(全20回-合計40時間) 
※ 12月28日は休講とします。
◆ 会場

四万十市社会福祉センター２階大会議室(右山五月町8-3)
◆ 受講対象者

手話に関心があり、手話を初めて学ぶ方。

◆ 申込方法

社会福祉協議会ボランティアセンターまで電話で直接お申し込みください。
定員(４０名)になり次第締め切りとなります。

◆ 受講料

無料（別途テキスト代1,200円は自己負担です）

◆ 修了証

受講者に対して修了証を授与します。(ただし3回欠席すると修了証がもらえません。)
※ 入門講課程を修了した方のみ次のステップとなる基礎課程の受講資格が得られます。

◆ 問い合わせ・申込み先
四万十市右山五月町8-3
社会福祉協議会ボランティアセンター　℡　35-3143






